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○第１章　計画策定について
　地域包括ケアシステムの更なる推進に向け、高齢者福祉や介護保険事業における施策推進の方向性を示し、その取り組みを総
合的かつ体系的に推進することを目的として策定するもの。計画の期間は、３カ年。

○第２章　高齢者福祉の現状
　市民及び介護サービス事業所等へのアンケート調査を実施し、実態について把握したもの。高齢者人口、特に単身世帯の増加
と、就労している高齢者の増加、可能な限り自宅で介護を受けたい一方、家族に負担をかけたくない理由で在宅での看取りを希望
しない人が多い、認知症状のある高齢者が増加する中にあって相談窓口を知らない人が多い現状。

○第３章　第七期計画の実施状況
　６つの施策の推進方向による計画推進の実施状況。介護人材の確保、生活支援の担い手の活動ができる仕組みづくりなどが課
題。

○第４章　介護保険事業の実施状況
　高齢者人口の増加と介護保険サービス利用及び介護給付費が年々増加している状況。

○第５章　計画推進の基本方向と施策の体系
　地域包括ケアシステムの推進の考え方を継承し、施策の推進方向として、介護予防や地域の支え合いの推進のほか、介護サー
ビスや生活支援サービスの充実、在宅医療・介護連携や認知症施策等の視点から、基本的施策をより効率的に進めていくもの。

○第６章　施策の推進
　介護予防・健康づくりと社会参加の推進、地域の支え合いの推進、在宅・施設サービスの充実、認知症施策の推進の４つの施策
の推進方向について、第２章の現状と第３章の課題を踏まえ具体的な施策を進めるもの。

○第７章　介護保険事業量の見込み
　サービス量の見込みから費用見込額に基づく基準月額保険料を試算したもの。

　■今後のスケジュール

令和３年２月の計画策定を目指し取り組んでいく。

　・令和２年11月18日　　　　　　　厚生委員会へ報告
　・令和２年12月～令和３年１月　　パブリックコメント実施
　・令和３年２月　　　　　　　　　最終案報告
　・令和３年３月　　　　　　　　　成案
　※　この間、適宜、所管委員会等で報告を行う

　■　審議結果

・同内容で、11月18日厚生委員会へ報告することで了承された。

　■　その他、指摘事項等

令和２年度　第12回全体庁議（11月９日開催）

審議 ・ 報告
（５）第八期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（原
　　　案）ついて[市民福祉部]

　■　提案・報告の趣旨

　第八期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けて、市民アンケートや市民・団体意見交換会の意見等を踏まえ、
原案をとりまとめたことから、令和２年11月18日に開催される厚生委員会に報告するもの。

　■　提案・報告の主な内容(概要)


